
 

目黒区 

渋谷区 

駒場東大前駅 

東京大学駒場キャンパス 

都営代沢一丁目 
アパート 

松蔭学園 

代々木 

上原駅 

東北沢駅 

      地区計画予定区域 

(補助２６号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区) 

池ノ上駅 

世田谷区 

三角橋 
交差点 

（目黒区）地区計画予定区域 

駒場四丁目 

代沢一丁目 

代沢二丁目 北沢一丁目 

池之上 
小学校 

至 
下北沢駅 

富士 
中学校 

東京都立 
国際 

高等学校 

筑波大学附属駒場 
中学校・高等学校 

駒場東邦 
中学校・ 
高等学校 

駒場野 
公園 

駒場学園 
高等学校 

至 
下北沢駅 

参 考 資 料 １ 

令 和 ５ 年 ６ 月 ２ 日 

北沢総合支所街づくり課 

 

東京都市計画地区計画の決定について（補助２６号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区） 

 

１ 主旨 

 本地区は、東京都市計画道路幹線街路補助線街路第２６号線代沢一丁目～目黒区駒場四

丁目区間（令和元年７月事業認可。以下、「補助２６号線」という。）の沿道に位置する。 

「世田谷区都市整備方針」（平成２７年４月）では、都市計画事業等により土地利用の変化

が想定される地区について、「周辺の住宅地との調和を図りながら、沿道の土地利用などを

適切に誘導する。」としており、補助２６号線においては、主要延焼遮断帯として沿道市街

地の防災性を高めることが求められている。区では、目黒区と連携の下、道路事業を契機

に平成３０年１１月より街づくり懇談会を１１回開催し、補助２６号線沿道の地区住民等

と意見交換を重ね、地区特性を踏まえた沿道街づくりの検討を進めてきた。 

このたび、「補助２６号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区地区計画」（原案）を取りま

とめたので報告する。 

 

２ 対象地区 
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３ これまでの経緯 

  平成３０年１１月  第１回街づくり懇談会開催（目黒区と合同開催、以下同じ。） 

  令和 元年 ７月  補助２６号線都市計画事業認可 

  令和 ４年 ７月  オープンハウス開催 

  令和 ４年１２月  第１１回街づくり懇談会開催（街づくりルールのたたき台） 

  令和 ５年 ３月   地区計画（素案）説明会開催 

 

４ 地区計画（原案）の理由 

  「理由書」のとおり 

 

５ 地区計画（原案）について 

（１）名称 補助２６号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区地区計画 

（２）位置 世田谷区代沢一丁目、北沢一丁目各地内 

（３）面積 約５．４ｈａ 

（４）地区計画の目標  

補助２６号線の整備に合わせて、静かで良好な住環境等を維持しながら、防災性を 

向上し、生活利便施設等が適切に立地した、周辺と調和する良好な沿道市街地の形 

成を図る。 

（５）地区整備計画 

   建築物等に関する事項：用途の制限、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、 

              壁面後退区域における工作物の設置の制限、 

              高さの最高限度、形態又は色彩その他の意匠の制限、 

              垣又はさくの構造の制限 

 

６ 関連する都市計画の変更 

（１）用途地域の変更〔東京都決定〕 

（２）高度地区の変更〔世田谷区決定〕 

 

７ 今後のスケジュール（予定） 

  令和５年 ６月  都市計画法第１６条による地区計画（原案）の公告・縦覧 

           及び説明会開催 

       ８月  都市計画審議会（１６条報告・１７条予告） 

       ９月  都市計画法第１７条による地区計画等（案）の公告・縦覧 

      １０月  都市計画審議会（諮問） 

      １２月  都市計画決定・告示 
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東
京

都
市
計
画
地
区
計
画
の
決
定
（
世
田
谷
区
決
定
）
 

都
市

計
画

補
助
２
６
号
線
沿
道
代
沢
一
丁
目
・
北
沢
一
丁
目

地
区
地
区
計
画
を
次
の
よ
う
に
決
定
す
る
。
 

名
 
 
称
 

補
助
２
６
号
線
沿
道
代
沢
一
丁
目
・
北
沢
一
丁
目

地
区
地
区
計
画
 

位
 
 
置

 
※
 

世
田
谷
区
代
沢

一
丁
目
、
北
沢

一
丁
目
各
地
内
 

面
 
 
積

 
※
 

約
５
．
４
ｈ
ａ
 

地
区
計
画
の
目
標
 

本
地
区
は
、
世
田
谷
区
の
北
東
部
、
京
王
井
の
頭
線
池
ノ
上
駅

の
東
側
で
、
令
和
元
年
に
事
業
認
可
さ
れ
た

東
京
都
市
計
画
道
路
幹
線
街
路
補
助

線
街
路
第
２
６
号
線
代
沢
一
丁
目
～
目
黒
区
駒
場
四
丁
目
区
間

（
以
下
「
補
助

２
６
号
線
」
と
い
う
。
）
の
沿
道
に
位
置

す
る
。
 

本
地
区
を
含
む
地
域
一
帯
は
、

戸
建
住
宅
や
集
合
住
宅

を
主
体
と
し
た
閑
静
な
住
宅
地
で
あ
り
、
地
区
内
外
に
は
幼
稚
園
、
中
学
・
高
等
学
校
、

大
学
・
研
究

所
等
の
多
様
な
学
校
教
育
関
連

施
設
（
以
下
「
教
育
施
設
等
」
と
い
う
。）

や
都
営
住
宅
が
立
地
し
て
い
る
。
ま
た
、
駒
場
東
大
一
帯
は
、

広
域
避
難
場
所
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
 

「
世
田
谷
区
都
市
整
備
方
針
」（

平
成
２
７
年
４
月
）
で
は
、
都
市
計
画
事
業
等
に
よ
り
土
地
利
用
の
変
化
が
想
定
さ
れ
る
地
区
に
つ
い
て
、
「
周

辺
の
住
宅
地
と
の
調
和
を
図
り
な
が
ら
、
沿
道
の
土
地
利
用
な
ど
を
適
切
に
誘
導
す
る
。」

と
し
て
い
る
。
ま
た
、
補
助
２
６
号
線
に
お
い
て
は
、
主

要
延
焼
遮
断
帯
と
し
て
沿
道
市
街
地
の
防
災
性
を
高
め
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
 

本
地
区
で
は
こ
う
し
た
特
性
を
踏
ま
え
、
補
助
２
６
号
線
の
整
備
に
合
わ
せ
て
隣
接
す
る
「
補
助
２
６
号
線
沿
道
駒
場
四
丁
目
地
区
地
区
計
画
」

（
目
黒
区
決
定
）
と
整
合
を
図
り
な
が
ら
、
静
か
で
良
好
な
住
環
境
や
教
育
施
設
等
及
び
都
営
住
宅
の
機
能
を
維
持
し
つ
つ
、
防
災
性
を
維
持

・
向

上
し

、
生
活
利
便
施
設
等
が
適
切
に
立
地
し
た
、
周
辺
と
調
和
す
る
良
好
な
沿
道
市
街
地
の
形
成
を
目
指
す
。
 

区 域 の 整 備 ・ 開 発 及 び 保 全 に 関 す る 方 針 

土
地
利
用
の
方
針
 

地
区
の
特
性
に
応
じ
た
適
切
な
土
地
利
用
を
図
る
た
め
、
次
の
よ
う
に
土
地
利
用
の
方
針
を
定
め
る
。
 

１
 
住
宅
地
区
 

周
辺
の
低
層
住
宅
地
に
配
慮
し
つ
つ
、
良
好
な
住
環
境
の
維
持
及
び
防
災

性
を
向
上
し
、
生
活
利
便
施
設
等
が
適
切
に
立
地
す
る
沿
道
の
街
並

み
形
成
を
図
る
。
 

２
 
都
営
住
宅
地
区
 

都
営

住
宅

の
機
能
を
維
持
し
、
周
辺
市
街
地
と
調
和
し
た
街
区
沿
道
の
街
並
み

形
成

を
図
る
。
 

３
 
教
育
施
設
地
区
 

補
助
２
６
号
線
沿
道

の
教
育
施
設
等
を
主
体
と
し
た
本
地
区
に
お
い
て
、
目
黒
区
と

整
合
を
図
り
な
が
ら
、
教
育
施
設
等
の
機
能
を
維
持
し
、

地
域
の
防
災
性
の
維
持
・
向
上

に
資
す
る
土
地
利
用
の
誘
導

を
図
る
。
 

４
 
近
隣
商
業

地
区
 

隣
接
す
る

住
宅
地
区
に
配
慮
し
、

店
舗
・
事
務
所
等
が
共
存
す
る
土
地
利
用
の
誘
導

を
図
る
。
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建
築
物
等
の
整
備
の
方
針
 

目
標
と
す
る
市
街
地
を
適
切
に
誘
導
す
る
た
め
、
次
の
よ
う
に

建
築
物
等
の
整
備
の
方
針
を
定
め
る
。
ま
た
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
２
５
年
５
月

２
４
日
法
律
第
２
０
１
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
５
９
条
の
２
第
１
項
、
法
第
８
６
条
第
３
項
若
し
く
は
第
４
項
又
は
法
第
８
６
条
の
２
第
２

項
若
し
く
は
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
く
許
可
に
係
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
本

地
区
整
備
計
画
の
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項
を
遵
守
す
る
も
の
と
す

る
。
 

１
 
周
辺
の
住
環
境
に
配
慮
す
る
た
め
、
建
築
物
等
の
用
途
の
制
限
を
定
め
る
。
 

２
 
ゆ
と
り
あ
る
住
環
境
を
維
持
し
、
市
街
地
の
密
集
を
抑
制
す
る
た
め
、
建
築
物
の
敷
地
面
積
の
最
低
限
度
を
定
め
る
。
 

３
 
円
滑
な
消
防
活
動
を
行
う
空
間
の
確
保
に
よ
り
、
地
域
の

防
災
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
壁
面
の
位
置
の
制
限
及
び
壁
面
後
退
区
域
に
お
け
る

工
作
物
の
設
置
の
制
限
を
定
め
る
。
 

４
 
教
育
施
設
等
及
び
都
営
住
宅

の
機
能
を
維
持
し
、
周
辺
の
低
層
住
宅
地
に
配
慮

し
た

沿
道
の
街
並
み
を
形
成

す
る

た
め
、
建
築
物
等
の
高
さ
の

最
高
限
度
を
定
め
る
。
 

５
 
良
好
な
住
環
境
や
教
育
施
設
等
の
環
境
を
維
持
す
る
た
め
、
建
築
物
等
の

形
態
又
は
色
彩
そ
の
他
の
意
匠
の
制
限
を
定
め
る
。
 

６
 
み
ど
り
豊
か
で
潤
い
の
あ
る
街
並
み
を
形
成
し
、
防
災
性

を
向
上
す
る
た
め
、
垣
又
は
さ
く
の
構
造
の
制
限
を
定
め
る
。
 

そ
の

他
当

該
地

区
の

整
備

、

開
発

及
び

保
全

に
関

す
る

方

針
 

１
 
み
ど
り
豊
か
で
潤
い
の
あ
る
街
並
み
を
形
成
す
る

た
め
、
敷
地
内
の
緑
化

を
促
進
す
る
。
 

２
 
地
区
内
に
お
い
て
は
下
水
道
等
へ
の
雨
水
の
流
出
を
抑
制
し
、
浸
水
被
害
の
防
止
を
図
る
た
め
、
雨
水
貯
留
浸
透
施
設
の
整
備
を
促
進
す
る
。
 

３
 
地
球
温
暖
化
対
策
を
推
進
す
る
た
め
、
環
境
負
荷
低
減
に
配
慮
し
た
施
設
の
設
計
、
設
備
の
導
入
を
促
進
す
る
。

 

４
 
通
学
路
、
日
常
の
歩
行
者
自
転
車
動
線
等
に
配
慮
し
、
補
助
２
６
号
線
整
備
と
連
携
し
て
東
西
の
動
線
確
保
を
図
る
と
共
に
、
広
域
避
難
場
所

へ
の
避
難
経
路
を
維
持
す
る
。

 

地 区 整 備 計 画 

建 築 物 等 に 関 す る 事 項 

地
区

の

区
分
 

名
称
 

住
宅
地
区
 

都
営
住
宅
地
区
 

教
育
施
設
地
区
 

近
隣
商
業
地
区
 

面
積
 

約
３
．
４
ｈ
ａ
 

約
０
．
７
ｈ
ａ
 

約
１
．
２
ｈ
ａ
 

約
０
．
１
ｈ
ａ
 

建
築

物
等

の
用

途
の

制
限
 
※
 

―
 

―
 

―
 

次
に

掲
げ

る
建

築
物

は
、

建
築

し
て
は
な
ら
な
い
。
 

法
別
表
第
二
（
ほ
）
項
第
二
号
に

規
定

す
る

マ
ー

ジ
ャ

ン
屋

、
ぱ

ち

ん
こ
屋
、
射
的
場
、
勝
馬
投
票
券
発

売
所

、
場

外
車

券
売

場
そ

の
他

こ

れ
ら
に
類
す
る
も
の
。
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建

築
物

の
敷

地
面

積

の
最
低
限
度
 

 
建
築
物
の
敷
地
面
積
は
、
次
に
掲
げ
る
数
値
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

 
８
０
㎡
 

―
 

８
０
㎡
 

―
 

 

 

壁
面
の
位
置
の
制
限
 

―
 

―
 

建
築
物
の
外
壁
又
は
こ
れ
に
代

わ
る
柱
の
面
は
、
計
画
図
に
示
す

壁
面
線
（
当
該
敷
地
の
反
対
側
の

道
路
境
界
線
か
ら
６
ｍ
）

を
越
え

て
建
築
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
２
０
年

法
律
第
２
６
号
）
第
１
条
に
規
定

す
る
学
校
の
用
に
供
す
る
施
設
で

あ
る
建
築
物
（
以
下
「
学
校
」
と

い
う
。）

で
、

壁
面
後
退
区
域
の

上
空
に
設
け
る

歩
廊
及
び

渡
り
廊

下
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
建
築

物
の
部
分
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り

で
な
い
。
 

―
 

 

 

壁
面

後
退

区
域

に
お

け
る

工
作

物
の

設
置

の
制
限
 

―
 

―
 

壁
面
の
位
置
の
制
限
と
し
て
定

め
ら
れ
た
限
度
の
線
と
道
路
境
界

線
と
の
間
の
土
地
の
区
域
に
は
、

門
、
塀
、

フ
ェ
ン
ス
、
自
動
販
売

機
等
、
通
行
の
妨
げ
と
な
る
工
作

物
を
設
置
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

―
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建
築

物
等

の
高

さ
の

最
高
限
度
 

 
建
築
物
の
高
さ
の
最
高
限
度
は
、
次
に
掲
げ
る
数
値
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

。
 

 

 
１
６
ｍ
 

２
５
ｍ
 

１
７
ｍ
 

 
た

だ
し

、
学

校
及

び
そ

の
関

連

施
設
で
、
敷
地
面
積
５
，
０
０
０
㎡

以
上

１
０

，
０

０
０

㎡
未

満
に

建

築
す

る
も

の
は

、
補

助
２

６
号

線

の
計

画
線

か
ら

２
０

ｍ
の

範
囲

内

は
２

５
ｍ

、
補

助
２

６
号

線
の

計

画
線

か
ら

２
０

ｍ
の

範
囲

外
は

１

９
ｍ
と
し
、
敷
地
面
積
１
０
，
０
０

０
㎡

以
上

の
も

の
は

３
４

ｍ
と

す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

な
お

、
地

区
計

画
の

決
定

の
告

示
が
あ
っ
た
日
（
以
下
「
告
示
日
」

と
い
う
。
）
に
お
け
る
、
法
第
８
６

条
第

８
項

の
規

定
に

よ
り

公
告

さ

れ
た
対
象
区
域
（
以
下
「
当
該
公
告

対
象
区
域
」
と
い
う
。
）
が
地
区
計

画
区

域
内

外
に

わ
た

る
場

合
は

、

こ
れ

を
一

の
敷

地
と

み
な

し
て

こ

の
規

定
を

適
用

す
る

も
の

と
し

、

告
示

日
以

降
に

法
第

８
６

条
第

１

項
か

ら
第

４
項

ま
で

の
規

定
に

よ

り
一

の
敷

地
と

み
な

す
区

域
の

過

半
が

当
該

公
告

対
象

区
域

の
全

部

又
は

一
部

で
あ

る
も

の
に

つ
い

て

も
、
同
様
と
す
る
。
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建

築
物

等
の

形
態

又

は
色

彩
そ

の
他

の
意

匠
の
制
限
 

１
 
建
築
物
の
形
態
、
色
彩
、
意
匠
は
、
周
辺
の
住
環
境
や
教
育
施
設
環
境
と
調
和
し
た
も
の
と
す
る
。
 

２
 
軒
、
ひ
さ
し
、
手
す
り
、
戸
袋
、
出
窓
、
階
段
、
か
ら
ぼ
り
（
ド
ラ
イ
エ
リ
ア
）
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
が
、
壁
面
の
位
置
の
制
限
の

規
定
に
よ
り
建
築
物
の
外
壁
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
柱
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
敷
地
の
部
分
に
突
出
し
た
形
状
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

３
 
屋
外
広
告
物
の
形
態
、
色
彩
、
意
匠
は
、
周
辺
の
落
ち
着
い
た
環
境
と
調
和
し
た
も
の
と
す
る
よ
う
努
め
、
点
滅
光
源
な
ど
を
使
用
し
な
い
。
 

 

 

垣
又

は
さ

く
の

構
造

の
制
限
 

道
路
に
面
し
て
垣
又
は
さ
く
を
設
け
る
場
合
は
、
生
垣
若
し
く
は
フ
ェ
ン
ス
等
と
し
、
フ
ェ
ン
ス
等
の
場
合
は
緑
化
に
努
め
る

。
た
だ
し
、
地
面

か
ら
の
高
さ
が
０
．
６
ｍ
以
下
の

部
分
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

※
は
知
事
協
議

事
項
 

「
区

域
、
地
区
の
区
分
及
び
壁
面
の
位
置
の
制
限

は
計

画
図
表
示
の
と
お
り
」
 

理
由
：
補
助
２
６
号
線
の
整
備
に
合
わ
せ
て
、
静
か
で
良
好
な
住
環
境
等
を
維
持
し
な
が
ら

、
防
災
性
を
向
上
し

、
生

活
利
便
施
設
等
が
適
切
に
立
地
し
た

、
周
辺
と
調
和
す
る
良
好
な
沿
道

市
街
地
の
形
成
を
図
る
た
め
、
地
区
計
画
を
決
定
す
る
。
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理由書  

 

１  種 類 ・ 名 称  

  東 京 都 市 計 画 地 区 計 画   

補 助 ２ ６ 号 線 沿 道 代 沢 一 丁 目 ・ 北 沢 一 丁 目 地 区 地 区 計 画  

 

２  理  由  

本 地 区 は 、 世 田 谷 区 の 北 東 部 、 京 王 井 の 頭 線 池 ノ 上 駅 の 東 側

で 、 令 和 元 年 に 事 業 認 可 さ れ た 東 京 都 市 計 画 道 路 幹 線 街 路 補 助

線 街 路 第 ２ ６ 号 線 代 沢 一 丁 目 ～ 目 黒 区 駒 場 四 丁 目 区 間（ 以 下「 補

助 ２ ６ 号 線 」 と い う 。） の 沿 道 に 位 置 す る 。  

本 地 区 を 含 む 地 域 一 帯 は 、 戸 建 住 宅 や 集 合 住 宅 を 主 体 と し た

閑 静 な 住 宅 地 で あ り 、 地 区 内 外 に は 幼 稚 園 、 中 学 ・ 高 等 学 校 、

大 学・研 究 所 等 の 多 様 な 学 校 教 育 関 連 施 設（ 以 下「 教 育 施 設 等 」

と い う 。） や 都 営 住 宅 が 立 地 し て い る 。 ま た 、 駒 場 東 大 一 帯 は 、

広 域 避 難 場 所 に 指 定 さ れ て い る 。  

「 世 田 谷 区 都 市 整 備 方 針 」（ 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 ）で は 、都 市 計 画

事 業 等 に よ り 土 地 利 用 の 変 化 が 想 定 さ れ る 地 区 に つ い て 、「 周 辺

の 住 宅 地 と の 調 和 を 図 り な が ら 、 沿 道 の 土 地 利 用 な ど を 適 切 に

誘 導 す る 。」と し て い る 。ま た 、補 助 ２ ６ 号 線 に お い て は 、主 要

延 焼 遮 断 帯 と し て 沿 道 市 街 地 の 防 災 性 を 高 め る こ と が 求 め ら れ

て い る 。  

本 地 区 で は こ う し た 特 性 を 踏 ま え 、 補 助 ２ ６ 号 線 の 整 備 に 合

わ せ て 、隣 接 す る「 補 助 ２ ６ 号 線 沿 道 駒 場 四 丁 目 地 区 地 区 計 画 」

（ 目 黒 区 決 定 ） と 整 合 を 図 り な が ら 、 静 か で 良 好 な 住 環 境 等 を

維 持 し な が ら 、 防 災 性 を 向 上 し 、 生 活 利 便 施 設 等 が 適 切 に 立 地

し た 、 周 辺 と 調 和 す る 良 好 な 沿 道 市 街 地 の 形 成 を 図 る た め 、 約

５ ． ４ ヘ ク タ ― ㇽ の 区 域 に つ い て 、 補 助 ２ ６ 号 線 沿 道 代 沢 一 丁

目 ・ 北 沢 一 丁 目 地 区 地 区 計 画 を 決 定 す る も の で あ る 。  

 

 

111111



関
連

す
る

都
市

計
画

の
変

更
（

用
途

地
域

、
高

度
地

区
）

 

※
用

途
地

域
の

変
更

に
つ

い
て

は
、

現
在

東
京

都
と

協
議

中
で

す
。
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